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（金曜日）

平
成
二
二
、

九
、
一
二
（

た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

一

講
習
の
主
催
者

名
称

財
団
法
人
全
国
生

住
所

東
京
都
港
区
新
橋

二

講
習
の
開
催
期
日
及
び
開

開
催
期
日

三

研
修
の
受
講
料

五
千
円

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
九

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和

習
を
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

一

研
修
の
主
催
者

名
称

財
団
法
人
全
国
生

住
所

東
京
都
港
区
新
橋

二

研
修
の
開
催
期
日
及
び
開

開
催
期
日

平
成
二
二
、

八
、
二
九
（

告

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
八

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和

次
の
研
修
を
平
成
二
十
二
年
度

日
曜
日
）

山
口
市
小
郡
下
郷
一

新
山
口
タ
ー
ミ
ナ
ル

日

山
口

活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

六
丁
目
八
番
二
号

催
場
所

開
催
場
所

柳
井
ク
ル
ー
ズ
ホ
テ

号
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第

る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
従
事

日

山
口

活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

六
丁
目
八
番
二
号

催
場
所

開
催
場
所

日
曜
日
）

柳
井
市
南
町
四
丁
目

示

号
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第

に
お
け
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研

一

二
九
二
番
地

ホ
テ
ル

県
知
事

二

井

関

成

ル八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

者
に
対
す
る
講
習
と
し
て
指
定

県
知
事

二

井

関

成

一
番
一
号

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

修
と
し
て
指
定
し
た
。

講し 、

告

示
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社
会

東
町

議
会

山
生

た
め

山 口

石
川

医
療
医
院

医
療
歯
科

プ
ラ指名

（定期）県 報

名
医
療
科
医

医
療
科
医

松
田

第 号

三山
生

機
関

の
所
在
地

福
祉
法
人
阿

社
会
福
祉
協

山
口
市
阿
東
地
福

上
一
六
九
七

口
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次

眼
科
・
小
児
科
・
内
科

周
南

法
人
恵
歯
会
し
ま
た
歯
科

光
市

法
人
恵
歯
会
銀
座
一
丁
目

周
南

ザ
歯
科
医
院

厚
狭

定
訪
問
看
護
事
業
者
等

称

主
た
る
事
務
所

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

医

療称

所

法
人
東
光
会
西
辻
整
形
外

院

下
松

法
人
多
山
皮
膚
科
泌
尿
器

院

岩
国

小
児
科
医
院

柳
井

講
習
の
受
講
料

四
千
五
百
円

口
県
告
示
第
二
百
四
十
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃

あ
と
う
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

山
口
市

上
一
六

第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条

の
と
お
り
指
定
し
た
。

市
周
陽
二
丁
目
七
番
一
五
号

島
田
二
丁
目
一
一
番
六
号

市
銀
座
一
丁
目
二
二

郡
楠
町
大
字
船
木
一
〇
二
六
の

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

名

称

所
山
口
県
知

機

関

在

地

市
桜
町
三
丁
目
一
四
番
三
三
号

市
麻
里
布
町
二
丁
目
八
番
一
四

市
柳
井
三
七
一
五

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

阿
東
地
福

九
七

平
成
二
二
、

二
、
二
二

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

〃

三
、
三
一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七

平
成

九
、

八
、
〃

ン
等

廃
止
年
月
日

在

地

事

二

井

関

成

廃

止

年

月

日

平
成
二
二
、

三
、
三
一

号

〃

〃

〃

〃

四
、

一

二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

一
七
一
の

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
二

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定

の
届
出
が
あ
っ
た
。

ひ
な
た
薬
局

ふ
た
ば
薬
局

ひ
か
る
薬
局
平
生
店

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

医
療
法
人
協
愛
会

山
口
市
阿

石
川
眼
科

み
つ
お
か
ク
リ
ニ
ッ
ク

し
ま
た
歯
科
医
院

銀
座
一
丁
目
歯
科
医
院

プ
ラ
ザ
歯
科
医
院

ア
ロ
マ
薬
局
黒
石
店

恩
田
薬
局

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

医

療

名

称

近
本
眼
科

く
さ
の
胃
腸
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

あ
だ
ち
眼
科

ざ
い
つ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

日

山
口

一

シ
ョ
ン
す
こ
や
か

ナ
ー
ス

七

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次

山
口
市
小
郡
下
郷
一
二
一
六
の

周
南
市
新
宿
通
五
丁
目
一
番
三

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
佐
賀
二
二

三等

訪
問
看
護
ス
テ
ー

務
所

名

称

所

知
須
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー

山

周
南
市
周
陽
二
丁
目
七
番
一
五

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
佐
賀
二
二

一光
市
島
田
二
丁
目
一
一
番
六
号

周
南
市
銀
座
一
丁
目
二
二

厚
狭
郡
楠
町
大
字
船
木
一
〇
二

宇
部
市
大
字
東
須
恵
一
九
七
六

〃

恩
田
町
二
丁
目
四
二
〇

日

山
口

機

関

所

在

宇
部
市
恩
田
町
二
丁
目
五
番
一

〃

大
字
東
須
恵
一
九
七
六

山
口
市
小
郡
下
郷
一
二
一
六
の

〃

〃

一
二
一
六
の

県
知
事

二

井

関

成

一
六
の
一
四

二
、

四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た

九

〃

〃

六
号

〃

〃

八
七
の

〃

〃

シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

在

地

口
市
阿
知
須
四

平
成
二
二
、

号

〃

四
、

八
九
の

〃

五
、

〃

四
、

〃

〃

六
の
七

平
成

九
、

九
、

の
一

平
成
二
二
、

五
、

二
の
七

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

地
五
号

平
成
二
二
、

五
、

の
一

〃

〃

一
〇

〃

〃

二

〃

〃

二

一す旨 〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃 一〃〃〃
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山
生

介
護居氏称

山 口 県

介氏称
特
定
動
法

ラ
イ
ト

（定期）報

居名
上
関

第 号

居氏称
特
定

動
法
ラ
イ
ト〃

の
所
在
地

口
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

護

予

防

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

非
営
利
活

人
ア
ス
・

フ
サ
ポ
ー

山
口
市
大
市
町

三
番
一
二
号

アサタ

〃

〃

サタ

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

町

熊
毛
郡
上
関
町
大

字
長
島
五
〇
三

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

非
営
利
活

人
ア
ス
・

フ
サ
ポ
ー

山
口
市
大
市
町

三
番
一
二
号

アパシ

〃

〃

ア
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

介

護

予

防

事

業

所

名

称

所

在

地

ス
・
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

山
口
市
大
市
町

三
番
一
二
号

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

〃

〃

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

上
関
町
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

熊
毛
郡

字
長
島

の
一

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

ス
・
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

山
口
市
大
市
町

三
番
一
二
号

ス
・
デ
イ

〃

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

介
護
予

防
通
所

介
護

平
成
二
二
、
三
、
三
一

護

〃

〃

業
所

廃
止
年
月
日

在

地

上
関
町
大

一
五
六
一

平
成
二
〇
、
三
、
三
一

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

訪
問
介

護

平
成
二
二
、

三
、
三
一

通
所
介

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

株
式
会
社
よ
こ

や
ま

防
府
市
牟
礼

九
番
二
二
号

有
限
会
社
サ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル

岩
国
市
山
手

一
丁
目
一
六

一
一
号

社
会
福
祉
法
人

青
藍
会

〃

〃

〃

〃

二
号

医
療
法
人
社
団

青
藍
会

〃

〃

〃

〃

一
号

有
限
会
社
あ
ん

の
メ
デ
ィ
カ
ル

〃

〃

〃

〃

〃

有
限
会
社

周
南
市
大

須
々
万
本
郷

八
八
の
一

社
会
福
祉
法
人

青
藍
会

山
口
市
吉
敷

東
一
丁
目
一

二
号

有
限
会
社
あ
ん

の
メ
デ
ィ
カ
ル

〃

〃

〃

〃

一
号

社
会
福
祉
法
人

ア
ス
・
ラ
イ
フ

山
口
市
駅
通

一
丁
目
三
番

〇
号

特
定
非
営
利
活

動
法
人
き
ょ

う
・
生

宇
部
市
常
盤

二
丁
目
二
番

〇
号

社
会
福
祉
法
人

ア
ス
・
ラ
イ
フ

山
口
市
駅
通

一
丁
目
三
番

〇
号

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

小
郡

〃

小

郷
八
六
六

柳

ス
ロ
ー
ラ
イ
フ

防
府
市
本

一
三
番
五

町番

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
あ
か
し
あ
保

津

岩
国
市
保

二
丁
目
六

号

ハ
ー
ト
ホ
ー
ム

南
山
口
認
知
症

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

〃

深

〇
三
の
一

ハ
ー
ト
ホ
ー
ム

平
川
認
知
症
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

〃

黒

二
九
の
二

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

平
川

〃

〃

三
〇
の
一

字六

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
須
々

万

周
南
市
大

須
々
万
本

八
八
の
一

中番

ハ
ー
ト
ホ
ー
ム

新
山
口
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
２
４

山
口
市
小

成
町
一
番

号

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

大
内

〃

大

堀
一
八
九

一

り一

ア
ス
・
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

山
口
市
大

三
番
一
二

台一

共
生
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
三
丁
目
の

家

宇
部
市
中

三
丁
目
二

号

り一

大
市
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

山
口
市
大

三
番
一
二

三

郡
下

の
四

〃

〃

〃

橋
町

号

〃

〃

四
、

津
町

番
三

認
知
症

対
応
型

共
同
生

活
介
護

〃

五
、

溝
八

〃

〃

〃

川
七

〃

〃

〃

七

小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護

〃

〃

字
郷
六

〃

〃

三
、

郡
平

一
八

夜
間
対

応
型
訪

問
介
護

〃

五
、

内
御
三
の

認
知
症

対
応
型

通
所
介

護

〃

〃

市
町

号

訪
問
介

護

平
成
二
二
、

四
、

央
町

番
七

通
所
介

護

〃

五
、

市
町
号

〃

〃

四
、

〃〃〃 〃〃〃 〃〃〃 一〃〃



平成 年 月 日 金曜日

特
定

動う
・

社
会

ア
ス

有
限

山 口

介
護介氏称

社
会

ア
ス

（定期）県 報

特
定
法
人

株
式

山
生

第 号

山
生

介
護居名

非
営
利
活

法
人
き
ょ

生

宇
部
市
常
盤
台

二
丁
目
二
番
一

〇
号

共ビ家

福
祉
法
人

・
ラ
イ
フ

山
口
市
駅
通
り

一
丁
目
三
番
一

〇
号

大ビ

会
社

周
南
市
大
字

須
々
万
本
郷
六

八
八
の
一

デセ万

扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

護

予

防

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人

・
ラ
イ
フ

山
口
市
駅
通
り

一
丁
目
三
番
一

〇
号

アパシ

の
所
在
地

非
営
利
活
動

き
ょ
う
・
生

宇
部
市
常
盤
台
二

丁
目
二
番
一
〇
号

会
社
お
は
な

山
口
市
徳
地
堀
一

七
〇
一

口
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

口
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

生
デ
イ
サ
ー

ス
三
丁
目
の

宇
部
市
中
央
町

三
丁
目
二
番
七

号

市
デ
イ
サ
ー

ス
セ
ン
タ
ー

山
口
市
大
市
町

三
番
一
二
号

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
須
々

周
南
市
大
字

須
々
万
本
郷
六

八
八
の
一

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

介

護

予

防

事

業

所

名

称

所

在

地

ス
・
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

山
口
市
大
市
町

三
番
一
二
号

ケ
ア
マ
ネ
セ
ン

タ
ー
共
生

宇
部
市

丁
目
二

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
お
は
な

山
口
市

七
〇
一

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関

山
口
県
知

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

五
、

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

三
、

〃

定
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
二
、

四
、

一

中
央
町
三

番
七
号

平
成
二
二
、
五
、

一

徳
地
堀
一

〃

〃

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

事

二

井

関

成

業
所

指
定
年
月
日

在

地

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

上
関
町

熊
毛
郡
上

字
長
島
五

メ
デ
ィ
カ
ル

一
丁
目
一
六

一
一
号

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
六

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

一
号

有
限
会
社
あ
ん

の
メ
デ
ィ
カ
ル

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

有
限
会
社
サ
ン

岩
国
市
山
手

有
限
会
社
あ
ん

の
メ
デ
ィ
カ
ル

山
口
市
吉
敷

東
一
丁
目
一

一
号

社
会
福
祉
法
人

青
藍
会

〃

〃

〃

〃

二
号

医
療
法
人
社
団

青
藍
会

〃

〃

〃

〃
日

山
口

ー

介
護
予
防
支
援

務
所

名

称

所

関
町
大

〇
三

上
関
町
指
定
介
護

予
防
支
援
事
業
所

熊字の

番

ム
あ
か
し
あ
保

津

二
丁
目
六

号

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

平
川

〃

〃

三
〇
の
一

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

小
郡

〃

小

郷
八
六
六

町

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

岩
国
市
保

中番

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

大
内

山
口
市
大

堀
一
八
九

一

ハ
ー
ト
ホ
ー
ム

南
山
口
認
知
症

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

〃

深

〇
三
の
一

ハ
ー
ト
ホ
ー
ム

平
川
認
知
症
デ

〃

黒

二
九
の
二

県
知
事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

毛
郡
上
関
町
大

長
島
一
五
六
一

一

平
成
一
八
、

四
、

番
三

防
認
知

症
対
応

型
共
同

生
活
介

護

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

七

介
護
予

防
小
規

模
多
機

能
型
居

宅
介
護

〃

〃

郡
下
の
四

〃

〃

〃

津
町

介
護
予

〃

内
御

三
の

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
通
所

介
護

〃

五
、

溝
八

〃

〃

〃

川
七

〃

〃

〃

四

一 〃、 〃〃 〃〃〃



平成

二

年 月 日 金曜日

一
熊大〃

山 口 県

二〃二〃六
二

（定期）報

一
光一〃

第 号

山
森

三
十

め
、そ

五
五
四
の
九

通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
場
所

通
知
の
内
容
の
要
旨

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在

場
所

保
安

し
て

さ
れ

的

毛
郡
平
生
町
大
字
佐
賀
字

星
五
五
四
の
八

土
砂

出
の

〃

〃

〃

〃

の
二〃

〃

七
六

の
三

〃

〃

〃

二
〇

二

〃

通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
場
所

光
市
役
所

通
知
の
内
容
の
要
旨

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在

場
所

保
安

し
て
さ
れ
的

市
大
字
三
井
字
足
谷
七
六

の
一

土
砂
出
の

〃

〃

七
六

〃

口
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通

同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ

の
要
旨
及
び
掲
示
場
所
は
、
次
の

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

〃

林
と

指
定

た
目

変
更
に
係
る
指

定
施
業
要
件

森利住

の
流

防
備

立
木
の
伐
採
の

限
度

広
島

海
田

の
五

〃

〃

限
度
並
び
に
植

栽
の
方
法
及
び

樹
種

二
〇

〃

〃〃

立
木
の
伐
採
の

限
度

大
阪
我
孫
目
四

山
口
県
知

林
と

指
定
た
目

変
更
に
係
る
指

定
施
業
要
件

森利住

の
流
防
備

立
木
の
伐
採
の

限
度

大
阪
我
孫
目
四

立
木
の
伐
採
の

光
市

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

知
の
相
手
方
が
知
れ
ず
、
又
は

り
そ
の
通
知
の
内
容
を
掲
示
し

と
お
り
で
あ
る
。

〃

〃

林
所
有
者
又
は
登
記
し
た
権

を
有
す
る
者

所

氏
名
又
は
名
称

県
安
芸
郡

町
寿
町
六

の
一
〇
二

小
原
美
代
子

〃

〃

六
一

〃

〃

市
住
吉
区

子
東
二
丁

番
一
六
号

岡
田

健

事

二

井

関

成

林
所
有
者
又
は
登
記
し
た
権

を
有
す
る
者
所

氏
名
又
は
名
称

市
住
吉
区

子
東
二
丁

番
一
六
号

岡
田

健

大
字
三
井

半
田

吉
男

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た

た
。

（
一
八
八
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

〃

〃

〃

〃

〃

田

〃

〃

〃

公

市

名

大

字

名

字

山

口

市

徳

地

串

田

〃

〃

〃

〃

〃

田

〃

〃

〃

〃

〃

河

〃

〃

〃

〃

〃

〃

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

一

区
域
の
名
称

上
串

地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

と
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま

平
生
町
役
場

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急

立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

一
三
九
八
の
一

屋

五
六
四
の
四
地
先

五
六
一
の
五
地
先

告

名

地

番

屋

五
四
二

五
三
九

屋

平

一
三
八
五

一
三
九
五

原

平

一
三
九
六

一
三
九
六
の
一

一
三
九
八
の
一

日

山
口

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
号
ま

れ
た
区
域

号
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次

五

よ
る
届
出

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

八
号

九
号

十
号 標

柱

番

号

一
号

二
号

三
号

四
号

五
号

六
号

七
号

県
知
事

二

井

関

成

で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

の
区
域
を
指
定
す
る
。

の 号 三

公

告



平成 年 月 日 金曜日

七

山 口

株
四五六

（定期）県 報

二
株セ

三
名

第 号

と
お当

か
ら

課
に

一

氏

名

又

は

名

称

駐
輪
場
の
収
容
台
数

五
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

一
八
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

式
会
社
丸
久

防
府

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

一
、
五
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

駐
車
場
の
収
容
台
数

八
四
台

名

称

ア
ル
ク
中
土
居
店

所
在
地

下
関
市
長
府
中
土
居

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

式
会
社

西
日
本
ア

ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

大
阪

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

氏

名

又

は

名

称

住

り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

同
年
十
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
山

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

開
店
時

方
法
に
関
す
る
事
項

売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及

市
大
字
江
泊
一
九
三
六

日の
合
計

に
関
す
る
事
項

本
町
五
九
〇

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

市
中
央
区
今
橋
二
丁
目
五
番
八

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

所

出
が
あ
り
ま
し
た
。

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び

。

山
口
県
知

在
地

刻

閉
店
時
刻

び
閉
店
時
刻

田
中

康
男

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

号

岡
本

金
久

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

代
表
者
の
氏
名

、
平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

下
関
市
経
済
観
光
部
商
工
振
興

事

二

井

関

成

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称 株
式
会
社
チ
ヨ
ダ

株
式
会
社
ハ
ー
テ
ィ
ウ
ォ
ン

ツ
三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
の

名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に

株
式
会

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ゲ
オ
下
松
店

所
在
地

下
松
市
桜
町

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十

（
一
八
九
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
二

部
商
政
課
及
び
下
松
市
経
済
部

株
式
会
社
丸
久

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

午
前
九
時
十
五
分
か
ら

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
六
時
か
ら
午
後
四

八

届
出
年
月
日

東
京
都
杉
並
区
成
田
東
四
丁
目

広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
一
番
八

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変シ
ュ
ー
プ

店
・
ウ
ォ

町
店

社
チ
ヨ
ダ

株
式
会
社

日

山
口

及
び
所
在
地

・
ウ
ォ
ン
ツ
下
松
桜
町
店

一
丁
目
一
五
八
九
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

七
日

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

年
六
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
月
十

産
業
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦 午

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で

入
口
の
数

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

時
ま
で

三
九
番
八
号

舟
橋

政
男

号

福
岡

愼
二

更

前

変

更

後

ラ
ザ
下
松

ン
ツ
下
松
桜

ゲ
オ
下
松
店
・
ウ
ォ
ン

ツ
下
松
桜
町
店

チ
ヨ
ダ

県
知
事

二

井

関

成

所

代
表
者
の
氏

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

覧
に
供
し
ま
す
。

前
九
時
三
〇
分

午
後
一
一
時

る
時
間
帯

六

名 の働



平成 年 月 日 金曜日

二
株株ツ

三

山 口 県

当
か
ら

お
い

一

（定期）報

五（
一大

と
お

第 号

四
大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会
社
ゲ
オ

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
チ
ヨ
ダ

東
京

式
会
社
ハ
ー
テ
ィ
ウ
ォ
ン

広
島

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

同
年
十
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
山

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ゲ
オ
下
松
店
・
ウ
ォ

所
在
地

下
松
市
桜
町
一
丁
目

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
六
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

九
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

株
式
会
社
ゲ
オ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

〃

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

届
出
年
月
日

代
表
者
の
氏
名

住都
杉
並
区
成
田
東
四
丁
目
三
九

市
中
区
八
丁
堀
一
一
番
八
号

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び

山
口
県
知

在
地

ン
ツ
下
松
桜
町
店

一
五
八
九
の
一

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

午
前
零
時

所

代
表
者
の
氏
名

番
八
号

舟
橋

政
男

福
岡

愼
二

前

変

更

後

、
平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

下
松
市
経
済
部
産
業
観
光
課
に

事

二

井

関

成

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

株
式
会
社
ゲ
オ

愛
知
県
春
日
井
市
如
意

申
町
五
丁
目
一
一
の
三

森
原

哲
也

勝
村
西

会
援
後
忠
ね
ふ
き

篤
美

城
会
援
後
暁
美
城

人

見
横

会
援
後
造
堅
林
中

子進
平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

者
表
代

称
名

の
体
団
治
政

援
後
助
大
木
佐
木

名
氏

の

と
る
お
か
岸

一
博

本
藤

会す
に
気
元
を
国
岩
に

も
と

薫
岸

会
る

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

〃

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十

五

変
更
年
月
日

町
和

美
市

国
岩

子
道

原
大

前
渋

部
宇

西
市

部
宇

恵
友

甫
善

丁
２
南

防
造
正

林
中

１
の

号
７
番

町
橋

新
市

府
番

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

た
主

名
氏
の

者
任
責
計
会

貞
田
吉

在
所
の

所
務

事
る

郷
下

郡
小

市
口

山
好

青
市
国
岩

子
美
芙

浜
玉

５番
目
丁
１
町
木

号

理
委
員
会

示
第
三
十
五
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

午
前
八
時

午
後
九
時

六
日

七

〃
〃

６
〃

〃
目

７
〃

〃
号 委

員
長

上

符

正

顕考
備

項
事
の
他
の
そ

地
日
月
年
出

届
）

成
平

の
、
５
、

〃
〃

５ 六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

午
後
一
二
時

三
〇
分
か
ら

三
〇
分
ま
で

午
前
零
時
か
ら
午
後
一

二
時
ま
で

が

選
挙
管
理
委
員
会



平

由
自

成 年 月 日 金曜日

由
自

政

山 口

る
創

山
政

あ
っ

（定期）県 報

明
郎

二
田

原 称
の

体
治

政

本
日
日

第 号

主
民

部
支
区

挙
参

県
主

民

部
支
樹

大
県

口
山

党

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

大
党
主

民

称
名

の
体

団
治

会

部
支

畠

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次

の
者
責

計
会

者
表

代
名 団と 大

類
種

の
職

公
名

氏
氏

院
議
参

郎
二

大
田
原

を の

選
院

議
口

山
党

嶋
西

員
議 議

参
郎
二

大
田

原
総
１

第
西

員
議
院

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

責
計
会

新
項

事
動

異
動

異

波
者

表
代

雄
茂

元
中

者
任

夫
郁
野

多

第
三
十
六
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条

の
と
お
り
で
あ
る
。

所
の
所

務
事
る

た
主

名 任
名

氏

者
補

候
の

職
公

地
在

中
市

口
山

作
裕

種
の
職

公

番
８
目

丁
５
央

議
院
議

参
郎
二

大
田

原
号

丁
５

央
中
市

口
山

作
裕

嶋
番
８

目

〃

長

上

符

正

顕考
備

旧

容
内

日
月
年
出

届
）

成
平

崇
之

川
米

、
５
、

る
係
に
号
２
第

〃
博

藤
斎

体
団
治
政
係
関

員
議
会
国

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

考
備

項
事

の
他

の
そ

日
月
年

出
届
）

第
法
正

規
金
資
治
政

員 類

に
号
１
第

項
１
第
７
の

条

治
政
係
関

員
議
会
国
る

係
成

平
項
同
つ
か
体

団
、

５
、

第
法
正

規
金
資
治
政

号

に
号
１
第

項
１
第
７
の

条

治
政
係
関

員
議
会
国
る

係

町
市
の
上

以
１
つ
か
体

団

し
と
位
単

を
等
域
区
の

村

党
政

た
れ
ら
け
設

て

成
平

部
支
の
）
党

主
民

、
５
、

村
河

会
援
後
み
ゆ
ま
村
河山

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一

者
表

代
称
名
の
体

団
治
政

援
後
史
哲
井
藤

会
友
哲

氏

し
と
長

会
援
後
亘
藤
斉

会

会
援
後
き
あ

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

市
井

柳
代
美

芙
上

村
弓
真

代
神

示
第
三
十
八
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日
示
第
三
十
七
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

名
氏

の
者

任
責

計
会

名 の

田
黒

者
表

代

〃
〃

る
た

主

務
事

敏
原

者
任
責
計
会

耕 字
大
市
萩

所

祥
本
山

者
任
責
計
会

２
の

表
代

会
援

あ
し
と
長

称
名

原
者
任
責
計
会

耕
田

黒
者

敏委
員
長

上

符

正

顕 、
３

２
の

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

で
あ
る
。

委
員
長

上

符

正

顕

年
散

解
地

在
所

の
所

務
事

成
平

日
月

文
和

崎
山

作

〃
〃
〃

〃

、

木
明

〃
〃
〃

雄
将

藤
工

雄

万
田

下
字

大
市

萩

〃
〃

み
る
は
屋
米

子

山
作

会
援
後
明
俊
長

後
き

〃
〃

文
和

崎

雄
将

藤
工

雄

八

出 出



平成 年 月 日 金曜日

保

山 口 県

法
人

正
平

（定期）報

不
管
理

会
福

会
福

第 号

原

氏
の
者
出

届
の
管

金
資

田山

誤

安
林
指
定
施
業
要
件
の
変
更

山
口
県
コ
ロ
ニ
ー
協
会
障
害
福
祉

雑

誤
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日
山
口

在
者
投
票
の
で
き
る
身
体
障
害
者

委
員
会
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日

「
社
会
福
祉
法
人
山
口
県
コ
ロ
ニ
ー

祉
法
人
山
口
県
コ
ロ
ニ
ー
協
会
障

祉
法
人
山
口
県
コ
ロ
ニ
ー
協
会
身

の
職

公
名

た
し

を
体

団
理

院
議

参
郎

二
大

名
資

類
種

日
の
日

郎
二

大
田

原
員
議

会
を

本

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

保
安
林
の
指
定
施
業

内
容
の
要
旨
及
び
掲

サ
ー
ビ
ス
事
業
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

報

県
報
の
目
次

支
援
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

協
会
身
体
障
害
者
授
産
施
設
山

害
者
支
援
施
設
山
口
コ
ロ
ニ
ー

体
障
害
者
福
祉
工
場
ワ
ー
ク
シ

務
事
る

た
主

称
団

理
管

金

山
る
創
明
と

地
在

所
の

所

番
８
目

丁
５

央
中

市
口

第
三
十
九
号

正
要
件
を
変
更
す
る
旨
の
通
知
の

示
場
所

プ
・
山
口
」
に
改
め
る
。

示
（
平
成
十
九
年
山
口
県
選
挙

長

上

符

正

顕

口
コ
ロ
ニ
ー
授
産
所
」
を
「
社

ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
社

ョ
ッ
プ
山
口
」
を
「
社
会
福
祉

考
備

体

日
月

年
出
届
定

指
）

大
田
原

号

名
氏
の
者

表
代

成
平

郎
二

、
５
、

九

雑

報



平
成
二

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日
印
刷

十
二
年
六
月
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


